
一般質問と答弁
政務活動費
議決一覧（臨時会・定例会）
叙勲 ・ 自治表彰 ・ 編集後記
　

2 p
13 p
14 p
16 p

・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・

・・・・・

　与那嶺区老人会女性部は毎週木曜日が定例活動日。与那嶺農村公園の草花の手入
れ等の環境美化活動を主に行っている。与那嶺老人会のグランドゴルフが行われる
火曜日と土曜日は、グランドゴルフを楽しんだ後に農村公園の花の手入れ等を行っ
ている。グランドの芝刈り等は男性陣に協力をいただいているとのこと。島袋艶子
区長は「与那嶺公民館は農村公園と同じ敷地にあり、敷地が広く環境整備に協力して
くれている老人会女性部の皆さんには、いっぱい助けられている。また、家の外へ
出てくるきっかけを女性部がつくってくれている。大変感謝している」と話していた。
女性部代表の上間厚子さんは「作業後のコーヒーを飲みながらのゆんたくがとても楽
しい。地域の様々な情報のやり取りがある。環境美化作業のほかにも一人暮らしの
高齢者の見守り活動も行う。女性部活動は無理のない楽しい活動がモットーだよ
ねー。力を合わせて活動できていることがうれしい」と語っていたのが印象に残る。

編集発行：今帰仁村議会　電話 0980(56)4397　印刷：沖縄高速印刷（株）電話 098(889)5513（代）
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10 名が一般質問しました　3 月 14日 (木) ・18 日 (月) （通告順）
❶
❷
❸

❶

❶
❷

❶
❷
❸
❶
❷
❶
❷
❸
❶
❷
❸
❹
❺
❻
❶
❷
❶
❷

❶

❷

❸

今帰仁小学校の松の木について

法令、規則等の遵守について

生ごみ等の処理について

令和６年度施政方針について

防災対策について

ふるさと納税について

令和６年度施政方針について

人口減少時代に対応した持続可能な地域づくりについて

住民基本台帳の個人情報の取り扱いについて

施政方針について

与論町、知名町、和泊町と今帰仁村の今後について

運天～古宇利間の海底送水管について

今後の観光振興に向けた環境整備について

村内道路案内標識について

施政方針について

グスク桜まつりについて

北山高校魅力化事業について

梯梧荘跡地について

農業支援について

排水路について

ジニンサ川の浚渫について

村立図書館について

スポーツ行政について

部活動の地域移行について

羽地内海の作業船座礁による漁船やレジャーボートの運航の支障及び
周辺環境への影響の改善について
マイナンバーカードと健康保険証の一体化が確定したが、影響と対策
について
令和６年４月１日から施行される相続登記義務化（所有者不明土地関係）
について

座間味　靖

座間味邦昭

與那　勝治

島袋　輝也

根路銘弘美

座間味　薫

山城　　太

上間　　聰

島袋　　誠

東恩納寛政

3P

4P

5P

6P

7P

8P

9P

10P

11P

12P

●の数字は掲載された質問です。それ以外の質問は紙面の都合上割愛されています。本会議録については各字公民館に配布の予定です。
詳しく調べたい方は、公民館もしくは議会事務局までお立ち寄りください。

3月定例会
会期日程（ 3月5日～19日）一 般 質 問一 般 質 問一 般 質 問
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新
校
舎
玄
関
近
く
の
松
の
木

は
、
当
初
残
す
と
い
う
説
明
で

あ
っ
た
が
、
伐
採
し
た
の
は
な

ぜ
か
理
由
を
伺
う
。
ま
た
、
２

件
の
附
帯
決
議
案
が
提
出
さ
れ

て
い
る
が
、
全
議
員
へ
の
説
明

が
な
か
っ
た
の
は
な
ぜ
か
理
由

を
伺
う
。

●●答 　
教
育
長

　
令
和
５
年
10
月
13
日
金
曜
日

の
議
会
全
員
協
議
会
に
お
い
て
、

校
舎
建
設
位
置
と
樹
木
の
伐
採

に
つ
い
て
、説
明
と
確
認
を
行
い
、

今
帰
仁
小
学
校
校
舎
配
置
の
変

更
及
び
樹
木
伐
採
に
つ
い
て
理

解
い
た
だ
い
た
と
認
識
し
て
い

る
。
今
後
も
、
子
ど
も
た
ち
の

安
心
・
安
全
、
利
便
性
を
優
先
し
、

校
舎
建
設
に
努
め
る
。

 　
保
護
者
や
先
生
方
、
子
ど
も

達
へ
の
説
明
も
必
要
で
あ
る
と

考
え
る
。
昨
年
の
５
月
の
Ｐ
Ｔ
Ａ

総
会
の
際
に
説
明
し
た
の
は
聞
い

て
い
る
。
そ
れ
以
後
、
相
当
の
設

計
変
更
が
で
て
き
た
と
思
う
が
、

保
護
者
や
先
生
方
、
子
ど
も
達
へ

の
説
明
は
行
っ
た
の
か
伺
う
。

●●答 　
学
校
教
育
課
長

　
子
ど
も
達
へ
の
説
明
は
行
っ

て
い
な
い
が
、
保
護
者
へ
の
説

明
に
つ
い
て
は
、
Ｐ
Ｔ
Ａ
総
会

の
場
で
行
っ
た
。
そ
の
後
、
設

計
を
進
め
て
い
く
中
で
、
Ｐ
Ｔ

Ａ
会
長
と
保
護
者
代
表
と
調
整

し
な
が
ら
、
保
護
者
の
意
見
を

取
入
れ
な
が
ら
進
め
て
い
る
。

　

教
育
行
政
を
進
め
る
上
で
、

法
令
、
規
則
等
の
遵
守
は
当
然

だ
と
考
え
る
が
、
地
方
教
育
行

政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る

法
律
第
18
条
第
３
項
に
、「
指
導

主
事
は
、
就
学
前
の
子
ど
も
に

関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
専
門

的
事
項
の
指
導
に
従
事
す
る
。」

と
あ
る
が
、
何
年
関
わ
っ
て
い

な
か
っ
た
か
伺
う
。
ま
た
、
今

帰
仁
村
立
認
定
こ
ど
も
園
規
則

第
６
条
（
１
）、（
３
）
に
、「
園

長
、
副
園
長
は
必
要
な
と
き
は

教
育
保
育
に
従
事
す
る
。」
と
あ

る
が
資
格
が
あ
る
か
伺
う
。
ま

た
、
副
園
長
を
課
長
が
兼
任
し

て
い
る
。
資
格
を
持
っ
て
い
る

専
任
副
園
長
を
配
置
し
て
は
と

思
う
が
見
解
を
伺
う
。

●●答 　
教
育
長

　
指
導
主
事
が
就
学
前
の
子
ど

も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
専

門
的
事
項
の
指
導
に
何
か
年
関

わ
っ
て
い
な
か
っ
た
か
に
つ
い

て
は
、
平
成
31
年
度
ま
で
今
帰

仁
幼
稚
園
が
運
営
さ
れ
て
お
り
、

小
学
校
と
連
携
し
な
が
ら
、
幼

児
教
育
に
関
わ
っ
て
き
た
。
令

和
２
年
度
か
ら
今
帰
仁
幼
稚
園

が
休
園
と
な
り
、
幼
保
連
携
推

進
室
所
管
の
認
定
こ
ど
も
園
が

開
園
し
、
必
要
に
応
じ
て
幼
児

教
育
の
連
携
を
図
っ
て
い
る
。

●●答 　
久
田
浩
也
村
長

　
現
体
制
で
の
園
長
、
副
園
長

に
つ
い
て
は
資
格
を
有
し
て
い

な
い
。
ま
た
、
現
在
は
、
課
長

が
副
園
長
を
兼
任
し
て
い
る
が
、

令
和
６
年
度
か
ら
は
有
資
格
者

を
配
置
す
る
予
定
で
あ
る
。

 　
令
和
２
年
度
か
ら
指
導
主
事

は
事
務
分
掌
さ
れ
て
い
た
の
か

伺
う
。

●●答 　
学
校
教
育
課
長

　
指
導
主
事
の
業
務
に
つ
い
て
、

令
和
５
年
に
も
座
間
味
議
員
か

ら
質
問
が
あ
っ
た
が
、
令
和
５

年
３
月
に
法
律
に
基
づ
い
た
指

導
主
事
の
業
務
を
事
務
分
掌
に

明
文
化
し
て
い
る
。

　

鹿
児
島
県
大
崎
町
で
は
生
ご

み
や
草
木
な
ど
を
週
に
３
回
回

収
し
、
有
機
工
場
で
堆
肥
を
作

っ
て
い
る
が
、
本
村
で
も
、
生

ご
み
や
草
木
を
有
効
活
用
で
き

な
い
か
伺
う
。

●●答 　
村
長

　
現
在
、
本
村
及
び
本
部
町
・
今

帰
仁
村
清
掃
施
設
組
合
で
は
、
有

機
肥
料
施
設
整
備
計
画
は
な
い
。

 　
本
部
町
と
今
帰
仁
村
で
の
清

掃
施
設
組
合
で
あ
り
、
今
帰
仁

村
だ
け
で
事
が
進
め
ら
れ
な
い

と
理
解
を
し
て
い
る
。
本
村
の

食
の
安
心
安
全
を
進
め
る
上
で
、

有
機
農
業
等
を
推
進
す
る
必
要

が
あ
る
と
考
え
て
い
る
が
、
計

画
が
あ
る
か
伺
う
。

●●答 　
経
済
課
長

　
今
後
、
農
家
と
調
整
し
な
が

ら
進
め
て
い
き
た
い
。

座間味　靖 議員

問1
今
帰
仁
小
学
校
の
松

の
木

問3
生
ご
み
等
の
処
理

問2
法
令
、規
則
等
の
遵
守
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施
政
方
針
で
「
人
と
人
と
の

つ
な
が
り
を
大
切
に
し
、
地
域

経
済
の
活
性
化
と
財
政
の
安
定

化
を
図
り
、
積
極
的
な
行
政
運

営
を
務
め
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

ゆ
が
ふ
む
ら
推
進
室(

仮
称)

を

設
け
、
分
野
横
断
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
を
実
現
す
る
と
述
べ
て
い
る

が
、
具
体
的
な
内
容
、
体
制
、

人
員
等
を
伺
う
。

●●答 　
村
長

　
ゆ
が
ふ
む
ら
推
進
室(

仮
称)

が
、
各
課
の
調
整
役
を
担
い
、
事

業
の
進
捗
状
況
や
課
題
の
抽
出

を
行
い
な
が
ら
各
事
業
の
目
標

値
の
達
成
に
向
け
て
進
め
分
野

横
断
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
実
現
に

努
め
る
。
体
制
や
人
員
に
つ
い
て

は
主
幹
を
配
置
し
、
企
画
課
２

名
が
兼
務
、計
３
名
体
制
と
な
る
。

 　
長
野
県
の
先
進
地
を
視
察

し
た
際
に
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の

成
功
事
例
等
を
学
ん
で
き
た
が
、

私
は
少
し
違
う
角
度
か
ら
学
ぶ

癖
が
あ
り
、
物
事
は
す
べ
て
成

功
で
は
な
く
、
必
ず
失
敗
や
イ

レ
ギ
ュ
ラ
ー
を
繰
り
返
し
な
が

ら
成
り
立
っ
て
お
り
、
そ
の
失

敗
を
ど
の
よ
う
に
乗
り
越
え
て

き
た
の
か
失
敗
に
ヒ
ン
ト
が
あ

る
と
考
え
て
い
る
。
先
進
地
の

事
例
で
も
、
横
断
的
な
プ
ロ
ジ

ェ
ク
ト
を
進
め
て
い
く
上
で
、

職
員
の
意
識
や
権
限
等
で
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
を
進
め
て
い
く
の
は

難
し
く
、
壁
が
存
在
し
た
事
例

等
を
学
ぶ
こ
と
が
出
来
た
。
横

断
的
な
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
簡
単

な
も
の
で
は
な
く
、
持
続
的
に

進
め
て
い
く
上
で
も
基
本
的
な

組
織
の
在
り
方
や
権
限
、
責
任

を
し
っ
か
り
と
定
め
て
い
く
必

要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思

う
が
見
解
を
伺
う
。

●●答 　
副
村
長

　
組
織
の
中
で
の
権
限
は
大
事

で
あ
る
。
予
定
し
て
い
る
推
進
室

に
は
主
幹
を
置
く
。
主
幹
は
課

長
職
で
あ
り
、
課
長
職
と
い
う

の
は
村
政
運
営
に
直
接
関
わ
り
、

担
当
事
務
を
総
括
す
る
役
割
で

あ
る
。
企
画
財
政
課
に
課
長
職
を

２
名
配
置
に
す
る
の
は
、
こ
の

分
野
に
お
い
て
相
当
な
強
化
を

し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

 　
豊
か
な
資
源
を
活
か
し
、
培

っ
て
き
た
農
林
水
産
業
や
観
光

資
源
を
有
効
活
用
し
、
全
て
の

村
民
が
安
心
し
て
過
ご
せ
る
む

ら
づ
く
り
と
あ
る
が
、
具
体
的

な
内
容
を
伺
う
。

●●答 　
村
長

　
こ
れ
ま
で
今
帰
仁
村
独
自
の

資
源
を
活
用
し
て
き
た
が
、
今
後

も
農
林
水
産
業
、
観
光
業
等
を

軸
に
し
て
、
雇
用
の
場
の
創
出

や
若
い
世
代
が
安
心
し
て
働
き

続
け
る
環
境
づ
く
り
に
努
め
て

い
く
。
ま
た
、
今
帰
仁
城
跡
や

古
宇
利
島
で
の
観
光
、
農
業
の

分
野
に
つ
い
て
取
り
組
み
を
進

め
て
き
た
。今
後
も
主
要
な
作
物
、

産
業
を
主
と
し
て
タ
イ
ア
ッ
プ

し
な
が
ら
農
業
、
観
光
の
推
進

に
努
め
て
行
き
た
い
。

 　
村
長
が
示
す
施
政
方
針
は
、

こ
の
１
年
間
の
今
帰
仁
村
の
方

向
性
を
示
す
重
要
な
方
針
で
あ

り
、
も
う
少
し
具
体
的
な
施
策

を
施
政
方
針
に
落
と
し
込
み
頂

き
、
村
民
に
分
か
り
や
す
く
伝

え
る
内
容
に
心
掛
け
て
頂
き
た

い
が
見
解
を
求
め
る
。

●●答 　
村
長

　
い
ろ
い
ろ
な
構
想
を
抱
い
て

議
論
を
行
っ
て
い
る
。

 　「
こ
ど
も
ま
ん
な
か
応
援
サ

ポ
ー
タ
ー
」
を
逸
早
く
宣
言
し

た
と
述
べ
て
い
る
が
、
い
つ
宣

言
し
た
の
か
、
新
た
に
取
り
組

ん
だ
活
動
や
関
係
機
関
に
も
周

知
を
図
っ
た
の
か
伺
う
。

●●答 　
村
長

　
令
和
５
年
７
月
24
日
に
逸
早

く
宣
言
し
た
。
新
た
な
活
動
と

し
て
は
子
育
て
支
援
に
お
け
る

ペ
ア
レ
ン
ト
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
実

施
と
給
食
費
の
支
援
を
行
っ
た
。

関
係
者
へ
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に

掲
載
し
周
知
を
図
っ
て
い
る
。

問1
令
和
６
年
度
施
政
方
針

座間味　邦昭 議員
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自
然
災
害
を
想
定
し
た
防
災

対
策
に
つ
い
て
本
村
の
見
解
を

伺
う
。

●●答 　
村
長

　
自
然
災
害
を
想
定
し
た
防
災

対
策
に
つ
い
て
は
、
災
害
時
用
の

食
料
品
や
飲
料
水
の
備
蓄
、
簡

易
ト
イ
レ
、
寝
具
類
な
ど
の
調

達
を
行
っ
て
い
る
。
ま
た
、
防

災
マ
ッ
プ
の
作
製
、
区
と
連
携

し
て
の
防
災
訓
練
、
小
中
学
校

で
の
防
災
教
育
を
行
い
、
自
助
・

共
助
の
重
要
性
に
つ
い
て
防
災
・

減
災
の
意
識
高
揚
に
努
め
て
い

る
。

 　
阪
神
淡
路
大
震
災
の
調
査
報

告
を
引
用
す
る
と
「
自
力
も
し

く
は
家
族
に
助
け
て
も
ら
っ
た
」

な
ど
の
自
助
こ
れ
が
66
・
８
％
。

「
友
人
、
隣
人
、
通
行
人
に
助
け

て
も
ら
っ
た
」
共
助
が
30
・７
％
。

「
救
助
隊
に
助
け
て
も
ら
っ
た
」

公
助
、
こ
れ
が
１・
７
％
。
実
に

自
助
・
共
助
で
97
・
５
％
と
い

う
報
告
が
あ
る
。
本
村
に
お
い

て
自
然
災
害
を
想
定
し
、
自
助
・

共
助
が
身
に
つ
く
よ
う
な
定
期

的
な
防
災
訓
練
、
小
中
学
校
で

の
防
災
教
育
の
具
体
的
な
取
組

を
行
っ
て
い
る
の
か
伺
う
。

●●答 　
学
校
教
育
課
長

　
小
中
学
校
で
の
防
災
教
育
で
、

令
和
５
年
度
は
中
学
校
で
主
に

地
震
を
想
定
し
て
の
グ
ル
ー
プ

ワ
ー
ク
を
行
い
、
ど
の
よ
う
に
す

れ
ば
自
分
の
命
、
他
者
を
守
れ
る

の
か
等
に
つ
い
て
の
話
合
い
を

持
っ
た
と
の
報
告
を
受
け
て
い

る
。
小
学
校
で
は
、火
事
や
地
震
、

津
波
等
を
想
定
し
た
防
災
教
育

を
行
っ
て
い
る
。

 　
体
の
不
自
由
な
方
々
の
救

出
、
ど
こ
に
誰
が
い
る
か
、
い

ろ
い
ろ
な
こ
と
を
想
定
し
な
が

ら
訓
練
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
ど
の
よ
う
な
訓
練
を
行

っ
た
か
伺
う
。

●●答 　
総
務
課
長

　
直
近
で
避
難
訓
練
を
行
っ
た

際
、
本
今
消
防
今
帰
仁
分
遣
所

に
避
難
所
を
設
け
、
そ
の
近
隣

地
域
の
謝
名
・
越
地
地
区
の
住

民
等
を
対
象
に
、
援
助
が
必
要

な
方
を
想
定
し
、
近
所
の
人
で

対
象
と
な
る
方
々
を
安
全
に
避

難
さ
せ
る
内
容
を
組
み
入
れ
た

訓
練
を
行
っ
た
。

　

返
礼
品
基
準
が
厳
し
く
な
っ

て
い
る
中
、
地
元
産
品
に
関
す

る
基
準
は
ど
の
よ
う
に
変
化
し

て
い
る
か
伺
う
。

●●答 　
村
長

　
令
和
５
年
度
に
総
務
省
で
の

見
直
し
が
行
わ
れ
、
15
項
目
の
類

型
の
い
ず
れ
か
に
適
合
す
る
こ

と
が
必
要
で
あ
る
と
示
さ
れ
て

い
る
。
見
直
し
後
の
基
準
で
は
返

礼
品
の
価
値
の
主
要
な
部
分
が

自
治
体
の
区
域
内
に
由
来
し
て

い
る
こ
と
が
要
件
と
な
る
な
ど
、

総
務
省
通
知
に
基
づ
き
厳
格
化

し
て
い
る
。

 　
今
帰
仁
村
に
は
来
年
夏
オ
ー

プ
ン
予
定
の
Ｊ
Ｕ
Ｎ
Ｇ
Ｌ
Ｉ
Ａ

が
あ
り
、
施
設
整
備
が
進
め
ら

れ
て
い
る
が
、
こ
の
施
設
の
所

在
地
は
今
帰
仁
村
内
だ
け
な
の

か
、名
護
市
に
跨
っ
て
い
る
の
か
。

●●答 　
企
画
財
政
課
長

　
現
在
整
備
が
進
め
ら
れ
て
い

る
部
分
は
、
全
て
今
帰
仁
村
内

で
あ
る
。

 　
ふ
る
さ
と
納
税
返
礼
品
の
基

準
に
照
ら
し
合
わ
せ
、
今
帰
仁

村
内
だ
け
の
返
礼
品
と
し
て
Ｊ

Ｕ
Ｎ
Ｇ
Ｌ
Ｉ
Ａ
の
チ
ケ
ッ
ト
を

出
せ
る
の
で
は
な
い
の
か
。

●●答 　
企
画
財
政
課
長

　
Ｊ
Ｕ
Ｎ
Ｇ
Ｌ
Ｉ
Ａ
の
チ
ケ
ッ

ト
を
ふ
る
さ
と
納
税
返
礼
品
に

す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
い
い
提

案
で
あ
る
と
、
事
業
者
と
意
見

を
交
わ
し
て
い
る
。

 　
ふ
る
さ
と
納
税
返
礼
品
と
し

て
扱
う
た
め
に
、
時
間
前
入
場

な
ど
の
プ
レ
ミ
ア
ム
感
を
持
た

せ
る
の
は
ど
う
か
。

●●答 　
企
画
財
政
課
長

　
事
業
者
に
そ
の
よ
う
な
検
討

が
で
き
る
か
確
認
す
る
。

與那　勝治 議員

問1
防
災
対
策

問2
ふ
る
さ
と
納
税

→

炊き出し訓練とヘリの物質輸送の様子
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健
康
づ
く
り
・
感
染
症
予
防

対
策
の
具
体
的
な
取
組
を
伺
う
。

●●答 　
村
長

　
Ｉ
Ｃ
Ｔ
等
を
活
用
し
た
健
康

情
報
の
発
信
な
ど
、
村
民
の
健

康
意
識
の
高
揚
と
運
動
習
慣
の

定
着
を
図
っ
て
い
る
。
感
染
症

予
防
と
し
て
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
ワ
ク
チ
ン
接
種
費
用
の

一
部
助
成
や
高
齢
者
の
イ
ン
フ

ル
エ
ン
ザ
ワ
ク
チ
ン
、
肺
炎
球

菌
ワ
ク
チ
ン
接
種
に
つ
い
て
費

用
助
成
を
拡
充
し
、
費
用
負
担

軽
減
と
疾
病
予
防
、
重
症
化
防

止
に
取
り
組
ん
で
い
く
。

 　
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
の
取
組
み
に

つ
い
て
の
座
学
、
学
習
会
な
ど
を

企
画
す
る
考
え
が
あ
る
か
伺
う
。

●●答 　
健
康
づ
く
り
推
進
課
長

　
歩
く
習
慣
づ
く
り
と
し
て
、
毎

月
、
各
公
民
館
で
場
所
を
変
え
て

ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
を
行
っ
て
い
る
。

　
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
の
効
能
、
健

康
的
な
体
づ
く
り
、
効
果
的
な

歩
き
方
な
ど
情
報
収
集
を
行
い

な
が
ら
取
り
組
ん
で
い
き
た
い
。　
　

　

本
村
で
も
少
子
高
齢
化
、
人

口
減
少
に
伴
い
、
保
育
や
介
護
、

医
療
現
場
な
ど
様
々
な
分
野
に

働
き
手
、
担
い
手
不
足
が
見
ら

れ
る
。
具
体
的
対
策
を
ど
う
講

じ
て
い
く
の
か
伺
う
。

　

地
域
お
こ
し
協
力
隊
の
拡
充

に
つ
い
て
伺
う
。
ま
た
、
関
係

人
口
創
出
を
目
的
と
し
た
広
域

連
携
に
よ
る
交
流
機
会
創
出
事

業
に
つ
い
て
伺
う
。

●●答 　
村
長

　
人
口
減
少
に
伴
う
担
い
手
不

足
は
、
全
国
的
な
社
会
的
・
経
済

的
課
題
と
認
識
し
て
い
る
。
村
で

は
各
分
野
に
お
け
る
人
材
確
保

の
た
め
、
求
人
媒
体
へ
の
登
録

を
行
っ
て
い
る
。
地
域
お
こ
し

協
力
隊
拡
充
に
つ
い
て
は
、
地

域
お
こ
し
協
力
隊
に
よ
り
生
徒

へ
の
学
習
支
援
を
行
っ
て
い
る
。

ど
の
分
野
で
拡
充
が
可
能
か
調

査
を
行
う
。
広
域
連
携
に
よ
る
交

流
機
会
創
出
事
業
に
つ
い
て
は
、

地
域
間
交
流
が
行
え
る
か
情
報

収
集
に
努
め
る
。

　

今
帰
仁
村
災
害
時
要
援
護
者

支
援
台
帳
作
成
に
よ
る
事
務
処

理
要
領
と
自
衛
官
等
募
集
事
務

に
係
る
募
集
対
象
者
の
住
民
基

本
情
報
の
除
外
申
請
に
関
す
る

事
務
処
理
要
領
に
は
、
住
民
基

本
台
帳
の
個
人
情
報
の
取
扱
い

に
違
い
が
あ
る
。
個
人
情
報
保

護
法
の
観
点
か
ら
、
本
人
の
同

意
を
得
て
第
三
者
に
情
報
の
開

示
を
行
う
も
の
と
思
慮
さ
れ
る

が
個
人
情
報
の
取
扱
い
を
伺
う
。

●●答 　
村
長

　
自
衛
隊
沖
縄
地
域
協
力
本
部

か
ら
の
閲
覧
請
求
は
、
自
衛
官

及
び
自
衛
官
候
補
生
募
集
に
関

す
る
案
内
の
送
付
に
利
用
す
る

た
め
の
請
求
理
由
で
あ
り
、
閲

覧
前
に
受
け
付
け
る
閲
覧
の
除

外
申
請
は
、
災
害
時
要
救
護
者

登
録
制
度
に
お
け
る
登
録
申
請

と
は
意
味
合
い
に
違
い
が
あ
る
。

 　
自
衛
隊
か
ら
依
頼
の
内
容
に

つ
い
て
は
、
提
供
な
の
か
閲
覧

な
の
か
を
伺
う
。

●●答 　
住
民
課
長

　
住
民
基
本
台
帳
の
一
部
写
し

の
閲
覧
請
求
と
い
う
形
で
対
応

し
て
い
る
。

 　
自
衛
隊
へ
の
閲
覧
に
つ
い

て
、
個
人
情
報
を
出
し
て
欲
し

く
な
い
方
々
に
、
マ
イ
ナ
ン
バ

ー
、
身
分
証
明
書
等
の
提
出

を
求
め
て
閲
覧
除
外
す
る
こ
と

は
、
災
害
時
援
護
台
帳
登
録
の

際
の
内
容
と
矛
盾
が
あ
り
、
災

害
時
援
護
台
帳
登
録
は
本
人
の

同
意
を
得
て
行
っ
て
い
る
。
個

人
情
報
の
開
示
は
慎
重
で
あ
る

べ
き
だ
と
考
え
て
お
り
、
行
政

は
個
人
情
報
の
適
切
な
管
理
と

保
護
を
通
じ
て
、
個
人
の
プ
ラ

イ
バ
シ
ー
や
人
権
を
尊
重
し
信

頼
性
の
高
い
行
政
サ
ー
ビ
ス
の

提
供
を
目
指
す
の
が
行
政
目
的

で
あ
る
。
自
衛
官
募
集
業
務
に

は
、
本
人
の
同
意
を
得
た
方
々

の
個
人
情
報
を
閲
覧
さ
せ
る
べ

き
だ
と
考
え
る
が
村
長
の
見
解

を
伺
う
。

●●答 　
村
長

　
個
人
情
報
保
護
に
関
す
る
法

律
第
69
条
第
１
項
行
政
機
関
の

長
等
が
法
令
に
基
づ
く
場
合
を

除
き
目
的
以
外
の
目
的
の
た
め

に
保
有
個
人
情
報
を
自
ら
利
用

し
、
ま
た
提
供
し
て
は
な
ら
な
い

と
捉
え
、
住
民
の
意
向
に
配
慮
し

た
取
組
を
行
う
。
法
令
に
基
づ

く
「
除
外
」
に
当
た
る
か
も
含
め
、

個
人
情
報
保
護
審
査
会
に
諮
る

こ
と
も
視
野
に
入
れ
検
討
し
て

い
く
。

問1
令
和
６
年
度
施
政
方

針

問3
住
民
基
本
台
帳
の
個

人
情
報
の
取
り
扱
い

問2
人
口
減
少
時
代
に
対

応
し
た
持
続
可
能
な

地
域
づ
く
り

島袋　輝也 議員
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「
こ
ど
も
ま
ん
な
か
」
の
捉
え

方
に
つ
い
て
伺
う
。

●●答 　
村
長

　「
こ
ど
も
ま
ん
な
か
」
に
つ
い

て
、
す
べ
て
の
子
ど
も
や
若
者

が
幸
せ
に
暮
ら
せ
る
よ
う
、ま
た
、

そ
の
た
め
に
最
も
よ
い
こ
と
は

何
か
を
考
え
、
社
会
全
体
で
支

え
て
い
く
こ
と
を
こ
ど
も
家
庭

庁
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
と
し
て
示
さ

れ
て
い
る
。

 　
村
長
の
施
政
方
針
に
あ
る

「
こ
ど
も
ま
ん
な
か
応
援
サ
ポ
ー

タ
ー
」
を
逸
早
く
宣
言
し
た
こ

と
は
、
と
て
も
素
晴
ら
し
い
事

だ
と
思
う
。
本
村
に
生
ま
れ
育

ち
、
ま
た
戻
っ
て
き
た
い
と
思

う
子
ど
も
た
ち
が
増
え
る
こ
と

を
望
ん
で
い
る
が
、
今
帰
仁
村

独
自
の
案
と
し
て
、
親
が
も
っ

と
安
心
し
て
子
育
て
が
で
き
る

よ
う
、
子
ど
も
を
中
心
と
し
た

捉
え
方
を
積
極
的
に
進
め
て
い

く
決
意
は
あ
る
か
伺
う
。

●●答 　
村
長

　
急
速
に
少
子
化
が
進
展
す
る

中
、
国
に
お
い
て
は
常
に
子
ど

も
の
最
大
の
利
益
を
第
一
に
考

え
、子
ど
も
に
関
す
る
取
り
組
み
、

政
策
を
中
心
に
子
ど
も
真
ん
中

社
会
の
実
現
を
目
指
し
て
い
こ

う
と
い
う
取
り
組
み
と
認
識
し

て
い
る
。
本
村
で
子
育
て
の
し
や

す
い
魅
力
あ
る
情
報
を
し
っ
か

り
発
信
し
て
い
く
中
で
、村
全
体
、

社
会
全
体
で
子
育
て
世
代
を
応

援
す
る
よ
う
に
努
め
て
い
き
た

い
。
思
考
中
の
、
子
ど
も
議
会

の
開
催
に
向
け
て
、
し
っ
か
り

と
こ
の
場
で
直
に
子
ど
も
の
声

を
聞
く
の
も
一
つ
の
手
段
と
考

え
て
い
る
。

 　
保
育
教
諭
及
び
保
育
士
の
安

定
的
な
確
保
の
方
策
に
つ
い
て

伺
う
。

●●答 　
村
長

　
保
育
・
幼
児
教
育
の
充
実
を
図

っ
て
い
く
に
は
、
そ
の
根
幹
を

担
う
保
育
教
諭
及
び
保
育
士
の

安
定
的
な
確
保
が
重
要
で
あ
る
。

令
和
６
年
度
か
ら
設
置
す
る
「
今

帰
仁
村
保
育
園
園
長
会
議(

仮

称)

」
に
お
い
て
、
処
遇
改
善
や

労
働
環
境
の
見
直
し
や
I
C
T

の
活
用
な
ど
を
協
議
し
、
村
内

の
保
育
園
が
連
携
し
た
取
り
組

み
を
実
施
し
て
い
く
。

 　
ト
ッ
プ
の
経
営
方
針
が
し
っ

か
り
し
て
お
り
、
職
員
の
意
気

込
も
感
じ
た
。
子
ど
も
を
真
ん

中
に
し
、
村
長
が
こ
れ
か
ら
し

っ
か
り
施
策
を
練
っ
て
、
今
帰

仁
村
の
す
べ
て
の
幼
・
保
育
所

の
子
ど
も
た
ち
を
平
等
に
見
守

り
育
て
ら
れ
る
よ
う
に
、
す
べ

て
の
子
ど
も
た
ち
が
幸
せ
に
な

る
こ
と
が
子
ど
も
家
庭
庁
の
目

標
で
あ
り
、
一
人
の
子
も
取
り

残
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
幸
せ
に

な
る
こ
と
、
生
き
て
い
る
こ
と

が
幸
せ
と
感
じ
る
こ
と
が
大
事

だ
と
思
う
こ
と
か
ら
、
し
っ
か

り
と
し
た
経
営
方
針
を
持
っ
て

福
祉
こ
ど
も
課
と
取
り
組
ん
で

ほ
し
い
が
、
見
解
を
伺
う
。

●●答 　
村
長

　
我
々
と
し
て
も
潜
在
保
育
士

の
声
も
吸
い
上
げ
て
課
題
を
抽

出
し
、
令
和
６
年
度
か
ら
設
置

す
る
園
長
会
議
の
中
で
検
討
し
、

し
っ
か
り
と
し
た
経
営
方
針
、
保

育
行
政
の
方
針
を
持
ち
合
わ
せ

て
い
き
た
い
。

　

歴
史
的
深
い
関
わ
り
を
踏
ま

え
今
後
の
交
流
の
あ
り
方
に
つ

い
て
伺
う
。

●●答 　
村
長

　
令
和
２
年
１
月
に
今
帰
仁
村
、

和
泊
町
、
知
名
町
と
の
友
好
都

市
締
結
が
な
さ
れ
て
い
る
。
１
・

住
民
、
団
体
間
の
交
流
。
２
・

青
少
年
の
相
互
交
流
。
３
・
文

化
教
育
ス
ポ
ー
ツ
に
関
す
る
交

流
及
び
連
携
。
４
・
産
業
振
興

に
関
す
る
交
流
及
び
連
携
。
５
・

災
害
時
の
相
互
応
援
。
６
・
そ
の

他
友
好
関
係
発
展
の
た
め
の
相

互
交
流
。
６
項
目
に
つ
い
て
交

流
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。
与
論

町
と
の
交
流
に
つ
い
て
は
、今
後
、

調
査
・
研
究
に
努
め
て
い
く
。

 　
社
会
教
育
課
と
し
て
、
前
向

き
に
計
画
が
で
き
る
か
伺
う
。

●●答 　
社
会
教
育
課
長

　
令
和
５
年
度
か
ら
沖
永
良
部
と
の

交
流
を
再
開
し
て
い
る
。
令
和
６
年

度
も
交
流
研
修
を
計
画
し
て
い
る
。

根路銘　弘美 議員

問1
施
政
方
針

問2
与
論
町
、
知
名
町
、

和
泊
町
と
今
帰
仁
村

の
今
後
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定
期
的
な
点
検
は
ど
の
よ
う

に
行
わ
れ
て
い
る
か
伺
う
。

●●答 　
村
長

　
電
気
防
食
工
法
を
用
い
て
、
常

時
通
電
し
、
ま
た
、
年
１
回
専

門
業
者
に
よ
る
保
守
点
検
を
実

施
し
て
い
る
。

 　
布
設
替
え
の
予
定
に
つ
い
て

伺
う
。

●●答 　
村
長

　
水
道
事
業
の
次
期
認
可
申
請

の
際
に
検
討
事
項
の
一
つ
と
し

て
考
え
て
い
る
。

●●答 　
建
設
課
長

　
水
道
事
業
の
次
期
認
可
申
請

が
令
和
８
年
度
以
内
と
な
っ
て

お
り
、
そ
れ
ま
で
に
変
更
す
る

予
定
で
あ
る
。

　

今
後
の
観
光
ル
ー
ト
の
明
確

化
に
つ
い
て
伺
う
。

●●答 　
村
長

　
村
内
の
観
光
振
興
に
努
め
る

と
と
も
に
、
現
在
北
部
広
域
市
町

村
圏
事
務
組
合
が
取
り
ま
と
め

を
行
っ
て
い
る
「
や
ん
ば
る
観

光
市
町
村
等
連
絡
協
議
会
」
と

連
携
を
図
り
な
が
ら
、
観
光
ル

ー
ト
や
環
境
整
備
に
取
り
組
む
。

 　
北
部
全
体
で
連
携
し
て
考
え

て
い
く
必
要
が
あ
る
か
と
思
う

が
、
広
域
観
光
ル
ー
ト
に
つ
い

て
ど
の
よ
う
に
想
定
さ
れ
て
い

る
か
伺
う
。

●●答 　
経
済
課
長

　
現
在
、
広
域
12
市
町
村
で
協

議
し
て
お
り
、
令
和
７
年
に
は

結
論
が
出
る
予
定
で
あ
る
。

 　
第
三
次
観
光
リ
ゾ
ー
ト
振
興

計
画
の
重
点
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に

あ
る
、
２
「
古
宇
利
に
集
中
す

る
観
光
客
の
分
散
化
、
オ
ー
バ

ー
ツ
ー
リ
ズ
ム
に
よ
る
古
宇
利

区
の
負
担
軽
減
、
古
宇
利
島
か

ら
村
内
周
遊
ル
ー
ト
作
成
」
に

つ
い
て
、
現
在
の
進
捗
を
伺
う
。

●●答 　
経
済
課
長

　
現
在
、
観
光
リ
ゾ
ー
ト
計
画
の

中
間
見
直
し
を
行
っ
て
お
り
、
テ

ー
マ
パ
ー
ク
の
建
設
を
踏
ま
え
、

調
整
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

村
内
各
所
の
道
路
案
内
板
や

公
共
施
設
の
標
識
が
経
年
劣
化

に
よ
り
、
文
字
な
ど
が
判
別
で

き
な
い
箇
所
が
多
く
み
ら
れ
る

が
今
後
の
対
応
に
つ
い
て
伺
う
。

●●答 　
村
長

　
村
内
の
国
道
、
県
道
等
の
道

路
看
板
及
び
標
識
等
の
修
繕
に

つ
い
て
、
管
轄
す
る
関
係
機
関

へ
要
望
す
る
。

 　
早
急
に
北
部
土
木
事
務
所
に

改
善
要
望
を
出
す
べ
き
と
考
え

る
が
、
見
解
を
伺
う
。

●●答 　
建
設
課
長

　
沖
縄
県
も
標
識
の
擦
れ
を
認

識
し
て
お
り
、
優
先
度
を
検
討

し
な
が
ら
補
修
を
行
っ
て
い
く

予
定
と
の
こ
と
で
あ
る
た
め
、

本
村
と
し
て
も
要
望
し
た
い
と

考
え
て
い
る
。

座間味　薫 議員

問1
運
天
か
ら
古
宇
利
間
の

海
底
送
水
管

問2
今
後
の
観
光
振
興
に
向

け
た
環
境
整
備

問3
村
内
道
路
案
内
標
識

▲古宇利方面 ▲今泊方面
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教
育
環
境
の
整
備
に
つ
い
て
、

「
多
様
な
個
の
特
性
に
応
じ
た
、

個
別
最
適
な
環
境
を
提
供
す
る
」

と
あ
る
が
詳
細
を
伺
う
。

●●答 　
教
育
長

　
能
動
的
に
学
習
課
題
に
取
り

組
め
る
Ｉ
Ｃ
Ｔ
環
境
の
整
備
及

び
児
童
生
徒
の
特
性
や
心
身
の

発
達
段
階
に
応
じ
た
学
習
環
境

づ
く
り
の
た
め
支
援
員
を
配
置

し
て
い
る
。

 　
支
援
員
は
足
り
て
い
る
か
。

ま
た
、
個
別
最
適
と
あ
る
が
、

個
々
で
対
応
し
て
い
る
の
か
。

●●答 　
学
校
教
育
課
長

　
支
援
員
は
足
り
て
い
な
い
状

況
で
あ
る
。
現
在
ハ
ロ
ー
ワ
ー

ク
等
に
募
集
を
か
け
て
い
る
と

い
う
の
が
現
状
で
あ
る
。
特
別

支
援
学
級
に
関
し
て
は
、
学
級

ご
と
に
県
職
の
本
務
担
任
が
配

置
さ
れ
、
支
援
員
は
、
担
任
の

補
佐
役
で
、
特
に
学
習
の
困
難

を
要
す
る
児
童
、
移
動
が
制
約

さ
れ
る
児
童
、
心
理
的
に
不
安

定
な
児
童
、
集
中
が
持
続
し
な

い
児
童
も
い
る
。
そ
の
都
度
、

成
長
段
階
に
応
じ
て
支
援
員
を

配
置
し
て
い
る
。

 　「
多
様
な
個
の
特
性
に
応
じ

た
、
個
別
最
適
な
環
境
を
提
供

す
る
。」
と
あ
る
よ
う
に
最
大
限

学
校
側
と
調
整
し
な
が
ら
、
支

援
員
の
確
保
に
努
め
て
も
ら
い

た
い
が
見
解
を
伺
う
。

●●答 　
学
校
教
育
課
長

　
支
援
員
の
配
置
に
関
し
て

は
、
こ
れ
か
ら
も
必
要
な
と
こ

ろ
に
必
要
な
人
数
が
配
置
で
き

る
よ
う
努
め
る
。

　
村
民
割
引
に
つ
い
て
伺
う
。

●●答 　
村
長

　
今
帰
仁
グ
ス
ク
桜
ま
つ
り
実

行
委
員
会
で
の
協
議
事
項
と
な

る
。
実
行
委
員
会
に
要
望
し
て

い
き
た
い
。

　

梯
梧
荘
跡
地
の
現
状
と
地
権

者
と
の
連
携
は
ど
う
な
っ
て
い

る
か
伺
う
。

●●答 　
村
長

　
梯
梧
荘
跡
地
に
つ
い
て
、
個

人
等
の
財
産
に
関
す
る
事
に
つ

い
て
は
、
お
答
え
致
し
か
ね
る
。

 　
買
戻
し
特
約
に
つ
い
て
伺
う
。

●●答 　
企
画
財
政
課
長

　
風
紀
を
乱
す
よ
う
な
使
用
目

的
や
、
所
有
者
か
ら
の
申
出
等

が
な
い
こ
と
か
ら
特
段
の
問
合

せ
や
現
況
確
認
は
行
っ
て
い
な

い
。

　

ハ
ウ
ス
用
ビ
ニ
ー
ル
の
廃
棄

処
分
の
現
状
は
ど
う
な
っ
て
い

る
か
、
ま
た
物
価
高
騰
に
伴
う

支
援
を
伺
う
。

●●答 　
村
長

　
農
業
用
廃
ビ
ニ
ー
ル
等
は
、

年
に
２
回
収
集
を
行
っ
て
い

る
。
物
価
高
騰
支
援
に
つ
い
て

は
、
令
和
６
年
度
の
予
算
に
計

上
し
、
畜
産
農
家
、
漁
業
従
事

者
、
農
業
従
事
者
を
支
援
す
る

予
定
で
あ
る
。

 　
キ
ロ
当
た
り
い
く
ら
の
補
助

額
と
な
る
の
か
。

●●答 　
経
済
課
長

　
キ
ロ
当
た
り
25
円
、
農
家
が

40
円
で
あ
る
。

 　
物
価
高
騰
の
あ
お
り
を
受
け

て
い
る
方
々
に
対
し
、
十
分
な

支
援
を
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

●●答 　
経
済
課
長

　
支
援
を
し
て
い
き
た
い
と
考

え
て
い
る
。

　

排
水
路
か
ら
畑
へ
の
雨
水
の

流
入
に
よ
る
土
砂
の
流
出
が
見

ら
れ
る
畑
が
数
か
所
あ
る
。
原

因
究
明
と
対
策
・
対
応
は
ど
う

な
っ
て
い
る
か
伺
う
。

●●答 　
村
長

　
排
水
路
に
つ
い
て
、
雨
水
の

流
入
に
よ
る
土
砂
に
流
出
が
発

生
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
場
所

に
つ
い
て
は
、
現
地
を
確
認
し

対
応
を
協
議
し
て
い
く
。

山城　太 議員

問1
施
政
方
針

問2
グ
ス
ク
桜
ま
つ
り

問3
梯
梧
荘
跡
地

問4
農
業
支
援

問5
排
水
路
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ジ
ニ
ン
サ
橋
か
ら
牛
舎
前
の

橋
ま
で
浚
渫
工
事
が
行
わ
れ
て

い
る
が
、
残
り
の
堰
ま
で
浚
渫

工
事
の
予
定
が
あ
る
の
か
伺
う
。

●●答 　
村
長

　
堰
ま
で
の
浚
渫
工
事
に
つ
い

て
は
、
工
事
を
発
注
し
、
年
度

内
完
了
を
予
定
し
て
い
る
。

 　
先
日
、
工
事
施
工
業
者
に
堰

ま
で
工
事
を
済
ま
せ
る
こ
と
が

出
来
な
か
っ
た
の
か
伺
っ
た
と

こ
ろ
、
浚
渫
土
の
置
き
場
所
が

確
保
で
き
ず
、
中
断
し
て
い
る

と
の
返
答
で
あ
っ
た
。
将
来
的

に
処
理
場
の
確
保
が
難
し
く
な

る
と
予
想
さ
れ
る
た
め
、
工
事

現
場
で
発
生
し
た
残
土
に
つ
い

て
は
、
村
管
理
の
残
土
処
理
場

を
設
け
る
考
え
は
な
い
か
伺
う
。

●●答 　
建
設
課
長

　
今
後
、
村
有
地
を
中
心
に
残

土
仮
置
場
を
考
え
て
い
き
た
い
。

 　
堰
か
ら
下
流
に
向
け
て
村
道

中
央
線
ま
で
の
区
間
、
延
長
し

て
浚
渫
工
事
を
行
う
か
伺
う
。

●●答 　
村
長

　
残
土
処
理
場
の
設
置
、
下
流
の

浚
渫
工
事
延
長
な
ど
課
題
を
抽

出
し
て
、
ハ
ー
ド
事
業
、
ソ
フ

ト
事
業
使
い
つ
つ
、
防
災
・
減

災
に
努
め
て
い
き
た
い
。

　
現
在
の
村
立
図
書
館
は
以
前

に
比
べ
、
床
面
積
が
小
さ
く
蔵

書
等
が
少
な
い
状
況
で
、
図
書

館
利
用
者
数
が
伸
び
て
い
な
い

状
況
で
あ
る
。
村
の
情
報
発
信

施
設
を
兼
ね
た
村
立
図
書
館
を

新
た
に
整
備
す
る
考
え
が
あ
る

か
伺
う
。
ま
た
、
村
長
の
施
政

方
針
で
生
涯
学
習
に
つ
い
て
触

れ
て
い
る
が
、
学
生
の
利
用
だ

け
で
な
く
、
一
般
の
人
も
利
用

で
き
る
よ
う
、
農
業
、
畜
産
等

の
産
業
に
関
わ
る
専
門
書
を
備

え
、
調
べ
物
や
勉
強
が
で
き
る

環
境
を
整
え
て
ほ
し
い
が
見
解

を
伺
う
。

●●答 　
教
育
長

　
新
た
な
村
立
図
書
館
を
整
備

す
る
考
え
に
つ
い
て
は
、
地
域

交
流
型
拠
点
機
能
を
有
し
た
施

設
「
北
山
文
化
圏
セ
ン
タ
ー
（
仮

称
）」
の
整
備
計
画
を
視
野
に
検

討
し
て
い
く
。

●●答 　
社
会
教
育
課
長

　
書
籍
に
つ
い
て
は
昨
年
度

６
９
７
冊
の
増
書
、
関
連
す
る

雑
誌
等
も
１
３
３
冊
購
入
し
て

い
る
。
引
続
き
館
内
の
環
境
づ

く
り
に
つ
い
て
し
っ
か
り
と
整

備
し
て
い
き
た
い
。

●●答 　
副
村
長

　
北
山
文
化
圏
セ
ン
タ
ー（
仮
称
）

の
今
後
の
活
用
と
機
能
に
つ
い

て
、
し
っ
か
り
と
精
査
し
、
図

書
が
置
け
る
ス
ペ
ー
ス
を
整
備

で
き
る
か
検
討
し
て
い
き
た
い
。

上間　聰 議員

問1
ジ
ニ
ン
サ
川
の
浚
渫

問2
村
立
図
書
館

▲浚渫工事前①

▲浚渫工事前② ▲浚渫工事前③

▲浚渫工事状況

▲浚渫完了後②

▲浚渫完了後①

▲仮置場

▲台風6号による氾濫① ▲台風6号による氾濫②
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村
運
動
公
園
に
は
老
朽
化
の

著
し
い
箇
所
も
見
ら
れ
る
が
、

今
後
の
整
備
計
画
を
伺
う
。

●●答 　
教
育
長

　
村
運
動
公
園
の
今
後
の
整
備

計
画
に
つ
い
て
は
、
1
9
8
7

年
沖
縄
県
で
開
催
さ
れ
た
海
邦

国
体
を
機
に
順
次
整
備
さ
れ
て

き
た
村
総
合
運
動
公
園
施
設
は
、

老
朽
化
や
塩
害
に
よ
る
劣
化
箇

所
が
あ
る
こ
と
は
認
識
し
て
い

る
。
村
と
し
て
は
、
こ
れ
ま
で

整
備
さ
れ
て
き
た
施
設
の
有
効

利
用
を
図
り
、
適
宜
、
適
切
な

改
修
に
努
め
、
大
規
模
な
施
設

整
備
計
画
に
つ
い
て
は
、
引
き

続
き
補
助
事
業
等
の
活
用
を
調

査
研
究
し
て
い
く
。

 　
海
邦
国
体
は
昭
和
62
年
で
私

も
よ
く
覚
え
て
い
る
。
当
時
は

村
中
が
盛
り
上
り
、
ホ
ッ
ケ
ー

に
関
わ
る
人
、
関
わ
ら
な
い
人

問
わ
ず
、
村
全
体
で
運
動
公
園

の
整
備
、
草
刈
り
な
ど
を
通
し

て
多
数
の
方
が
関
わ
っ
て
完
成

し
た
施
設
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら

37
年
経
過
し
、
そ
の
過
程
で
体

育
館
、
多
目
的
広
場
な
ど
が
整

備
さ
れ
、
憩
い
の
場
と
し
て
認

知
さ
れ
て
い
る
。
現
在
、
公
共

施
設
等
総
合
管
理
計
画
な
ど
で

将
来
的
な
計
画
が
あ
る
か
伺
う
。

●●答 　
社
会
教
育
課
長

　
運
動
公
園
は
整
備
後
37
年
経

過
し
て
お
り
、
老
朽
化
、
経
年
劣

化
は
認
識
し
て
い
る
が
、
他
の

公
共
施
設
整
備
の
大
型
プ
ロ
ジ

ェ
ク
ト
を
優
先
に
進
め
て
お
り
、

現
時
点
で
は
運
動
公
園
に
関
す

る
計
画
は
な
い
。

 　
2
0
3
4
年
に
国
民
体
育
大

会
（
2
0
2
5
年
か
ら
は
国
民

ス
ポ
ー
ツ
大
会
）
の
開
催
が
沖

縄
県
で
内
々
定
し
て
い
る
。
村

が
ど
の
よ
う
な
種
目
の
開
催
地

に
選
定
さ
れ
る
か
は
、
運
動
公

園
整
備
に
も
影
響
を
及
ぼ
す
と

考
え
て
ら
れ
る
が
、
現
時
点
で

の
候
補
予
定
の
種
目
が
あ
る
か

伺
う
。

●●答 　
教
育
長

　
2
0
3
4
年
沖
縄
県
で
開
催

予
定
の
国
民
体
育
大
会
で
、
村

で
候
補
予
定
の
種
目
が
あ
る
か

に
つ
い
て
は
、
マ
ス
コ
ミ
等
の

報
道
に
よ
り
、
沖
縄
県
に
お
い

て
開
催
す
る
こ
と
が
内
々
定
し

た
こ
と
は
把
握
し
て
い
る
。今
後
、

正
式
決
定
に
向
け
関
係
す
る
機

関
が
準
備
を
進
め
て
い
く
中
で
、

各
競
技
会
場
や
種
目
等
の
調
整

を
行
っ
て
い
く
も
の
と
認
識
し

て
い
る
。

　

国
が
力
を
入
れ
る
公
立
中
学

校
部
活
動
の
地
域
移
行
に
向
け
、

本
村
に
お
け
る
現
在
ま
で
の
取

組
を
伺
う
。

●●答 　
教
育
長

　
ス
ポ
ー
ツ
庁
、
文
化
庁
、
文

部
科
学
省
に
よ
り
示
さ
れ
た
休

日
の
部
活
動
の
段
階
的
な
地
域

移
行
に
向
け
、
地
域
人
材
の
確

保
や
費
用
負
担
の
在
り
方
、
運

営
団
体
の
確
保
等
の
課
題
に
取

り
組
む
た
め
、
調
査
研
究
を
進

め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。今
後
、

保
護
者
や
学
校
、
総
合
型
ス
ポ

ー
ツ
ク
ラ
ブ
等
と
の
意
見
交
換

を
行
え
る
場
と
し
て
、
協
議
会

等
の
設
置
を
検
討
し
て
い
く
。

島袋　誠 議員

問1
ス
ポ
ー
ツ
行
政

問2
部
活
動
の
地
域
移
行
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羽
地
内
海
に
座
礁
し
た
作
業

船
の
撤
去
に
関
す
る
関
係
機
関

の
対
応
を
伺
う
。

●●答 　
村
長

　
今
後
の
対
策
に
つ
い
て
、
関

係
各
所
か
ら
情
報
の
収
集
に
努

め
て
い
く
。

 　
今
帰
仁
漁
港
と
羽
地
漁
港
、

海
上
保
安
庁
の
３
者
で
対
応
し

て
い
る
と
聞
い
て
い
る
が
、
村

と
し
て
の
関
わ
り
を
伺
う
。

●●答 　
建
設
課
長

　
作
業
船
は
去
年
の
８
月
に
台

風
の
影
響
に
よ
り
座
礁
し
て
お

り
、
そ
の
後
、
マ
ス
コ
ミ
で
報
じ

ら
れ
、
県
外
に
あ
る
運
送
会
社

が
刑
事
告
発
し
て
い
る
と
い
う

状
況
が
明
る
み
に
な
っ
た
。
こ

の
件
は
、
名
護
海
上
保
安
署
の

管
轄
で
あ
る
。
今
後
、
経
過
を

踏
ま
え
な
が
ら
関
係
各
所
の
情

報
の
収
集
に
努
め
て
い
く
。

 　
今
後
、
台
風
が
襲
来
し
た
場

合
、
漁
業
者
の
船
揚
げ
場
に
影

響
が
心
配
さ
れ
る
が
対
応
策
を

伺
う
。

●●答 　
村
長

　
売
主
と
買
主
が
係
争
中
で
あ

り
、
当
該
船
の
所
有
者
が
未
確
定

で
あ
る
こ
と
、
有
毒
ガ
ス
の
発
生

疑
い
や
機
関
室
の
状
況
が
不
明

で
あ
る
こ
と
か
ら
、
立
ち
入
り

は
厳
し
く
制
限
さ
れ
て
い
る
と

伺
っ
て
い
る
。
撤
去
は
所
有
者

の
責
任
で
あ
り
、
放
置
す
る
こ

と
は
法
律
・
道
義
上
許
さ
れ
な
い
。

今
後
も
関
係
機
関
や
海
上
保
安

署
、
船
舶
所
有
者
、
漁
協
と
の

協
議
を
通
じ
て
情
報
共
有
と
対

処
に
努
め
る
。
現
在
、
当
該
船

へ
の
立
ち
入
り
は
で
き
な
い
状

況
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
た
い
。

　
未
登
録
者
へ
の
対
応
に
つ
い
て

●●答 　
村
長

　
現
行
の
健
康
保
険
証
廃
止
に

伴
う
令
和
６
年
12
月
２
日
以
降

の
未
登
録
者
へ
の
対
応
に
つ
い

て
は
、
保
険
証
の
代
わ
り
と
な
る

「
資
格
確
認
書
」
が
職
権
に
よ
り

交
付
さ
れ
る
。

 　
マ
イ
ナ
カ
ー
ド
の
不
具
合
に

よ
る
10
割
負
担
の
解
消
に
つ
い

て
伺
う
。

●●答 　
健
康
づ
く
り
推
進
課
長

　
保
険
証
を
も
っ
て
い
な
い
場

合
は
、
通
常
ど
お
り
10
割
負
担

が
基
本
と
な
る
が
、
カ
ー
ド
リ

ー
ダ
ー
の
不
具
合
な
ど
で
読
み

込
め
な
い
場
合
の
対
応
に
つ
い

て
は
、
マ
イ
ナ
カ
ー
ド
と
資
格

情
報
の
お
知
ら
せ
を
持
っ
て
い

れ
ば
病
院
で
受
付
が
可
能
と
な

り
、
被
保
険
者
自
身
の
ス
マ
ホ

な
ど
で
も
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
を

使
っ
て
資
格
情
報
を
提
示
で
き

る
。
厚
生
労
働
省
保
険
局
長
の

通
達
文
に
よ
れ
ば
、
ト
ラ
ブ
ル

が
あ
っ
た
場
合
に
は
被
保
険
者

資
格
保
険
者
申
立
書
を
記
入
し
、

医
療
機
関
で
の
窓
口
負
担
分
（
３

割
負
担
）
の
支
払
い
を
求
め
る

こ
と
が
通
知
さ
れ
て
お
り
、
柔

軟
に
対
応
す
る
よ
う
通
達
も
出

さ
れ
て
い
る
。

 　
国
民
健
康
保
険
証
と
組
合
等

健
康
保
険
証
の
対
処
に
つ
い
て

●●答 　
村
長

　
国
保
加
入
や
脱
退
の
手
続
き

は
、
こ
れ
ま
で
通
り
役
場
窓
口

で
手
続
き
を
行
う
こ
と
に
な
る
。

　
「
相
続
登
記
義
務
化
」
に
つ
い

て
は
相
続
の
開
始
及
び
所
有
権

の
取
得
を
し
た
日
か
ら
３
年
以

内
に
相
続
登
記
す
る
必
要
が
あ

る
。
正
当
な
理
由
な
く
名
義
変

更
を
行
っ
た
場
合
は
10
万
円
以

下
の
過
料
に
処
す
る
と
な
っ
て

い
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は

継
続
し
て
住
民
へ
の
周
知
を
図

っ
て
い
た
だ
き
た
い
。

●●答 　
村
長

　
村
と
し
て
は
、
こ
れ
ま
で
に

村
広
報
誌
へ
の
掲
載
や
役
場
窓

口
に
お
け
る
来
庁
者
へ
の
チ
ラ

シ
の
配
布
な
ど
を
行
っ
て
い
る
。

今
後
も
住
民
へ
の
周
知
に
つ
い

て
は
継
続
し
て
行
っ
て
い
く
と

と
も
に
、
関
係
機
関
と
の
連
携
に

よ
る
取
組
も
検
討
を
し
て
い
く
。

東恩納 寛政 議員

問1
羽
地
内
海
の
作
業
船
座

礁
に
よ
る
漁
船
や
レ
ジ

ャ
ー
ボ
ー
ト
の
運
航
の

支
障
及
び
周
辺
環
境
へ

の
影
響
の
改
善

問2
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

と
健
康
保
険
証
の
一
体

化
が
確
定
し
た
が
、
影

響
と
対
策

問3
令
和
６
年
４
月
１
日
か

ら
施
行
さ
れ
る
相
続
登

記
義
務
化
（
所
有
者
不
明
土
地
関
係
）

▲大自然の力に抗えず座礁した貨物船
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議員が行う村の事務、

地方行財政等に関する

調査研究 ( 視察を含

む。) 及び調査委託に

要する経費

①議員が行う研修会、講

演会等の実施（共同開催

を含む。）に要する経費

②団体等が開催する研修

会 ( 視察含む。)、講演会

等への議員及び議員の雇

用する職員の参加に要す

る経費

議員が行う活動の広

報・広聴活動に要する

経費

議員が行う要請陳情活

動、住民相談等の活動

に要する経費

①議員が行う各種会議、

住民相談会等に要する

経費

②団体等が開催する意

見交換会等各種会議へ

の議員の参加に要する

経費

議員が行う活動に必要

な資料を作成するため

に要する経費

議員が行う活動のため

に必要な図書、資料等

の購入、利用等に要す

る経費

議員が行う活動のため

に必要な事務所の設置

及び管理に要する経費

議員が行う活動に係

る事務の遂行に要す

る経費

議員が行う活動を補

助する職員を雇用す

る経費

≪政務活動費≫ 政務活動費は、地方自治法100条14項～16項の規定及び今帰仁村議会政務活動費の交付に関する条

例に基づき、議員の村政に関する調査研究に資するため必要な経費の一部として交付されるものです。

※交付額･･･１人当たり年間120,000円（月額10,000円×12ヶ月）

※交付方法･･･年２回（前期６ヶ月分／4月･5月･6月･7月･8月･9月）（後期６ヶ月分／10月･11月･12月･1月･2月･3月）

※返還･･･交付総額から支出の総額を控除し残余がある場合は返還になります。

令和5年度　政務活動費収支報告書

政 務 活 動 費

交付対象となる経費

氏名
交付
総額

残余費
（返還）調　査

研究費 研修費
広　報
広聴費

要請陳情
等活動費 会議費

資　料
作成費

資　料
購入費 事務所費 事務費 人件費 合計

使　　　　　途

座間味　靖

根路銘弘美

島袋　輝也

上原　祐希

座間味邦昭

上間　　聰

島袋　　誠

與那　勝治

座間味　薫

山城　　太

東恩納寛政

　　計

120,000

120,000

120,000

120,000

120,000

120,000

120,000

120,000

120,000

120,000

120,000

1,320,000

118,018

118,018

118,018

0

118,018

0

0

0

0

0

0

472,072

0

1,000

1,000

0

0

0

0

0

0

0

0

2,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

89,020

0

0

85,520

90,520

84,220

0

84,220

433,500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,500

3,630

0

0

0

0

0

0

0

3,630

8,760

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

118,018

120,518

122,648

89,020

118,018

0

85,520

90,520

84,220

0

87,850

916,332

1,982

0

0

30,980

1,982

120,000

34,480

29,480

35,780

120,000

32,150

406,834
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議席 1 2 3 議長 5 6 7 8 9 10 11

　
　

令和6年　第1回臨時会  令和6年2月13日（火）

令和6年　第1回定例会  令和6年3月5日（火）

令和6年　第1回定例会  令和6年3月6日（水）

令和6年　第1回定例会  令和6年3月19日（火）

今帰仁村手数料条例の一部を改正する条例について

土地の取得について

指定管理者の指定について

令和5年度今帰仁村一般会計第8回補正予算について

工事請負契約について

工事請負契約について

工事請負契約について

工事請負契約について

工事請負契約について

今帰仁村議会基本条例の一部を改正する条例について

令和６年度沖縄県町村土地開発公社事業計画書について

今帰仁村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について

今帰仁村職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例について

令和５年度今帰仁村一般会計第９回補正予算について

令和５年度今帰仁村国民健康保険特別会計第４回補正予算について

令和５年度今帰仁村後期高齢者医療特別会計第２回補正予算について

令和５年度今帰仁村水道事業会計第４号補正予算について

現業職員の給与の種類及び基準に関する条例等の一部を改正する条例について

今帰仁村個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例について

今帰仁村監査委員条例の一部を改正する条例について

今帰仁村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について

村長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例の一部を改正する条例について

今帰仁村国民健康保険基金条例の制定について
今帰仁村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める
条例の一部を改正する条例について
今帰仁村農業施設事業分担金徴収条例の制定について

今帰仁村漁港管理条例に関する条例の一部を改正する条例について

今帰仁村営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について

今帰仁村水道事業給水条例の一部を改正する条例について

指定管理者の指定について

令和６年度今帰仁村一般会計予算について

令和６年度今帰仁村国民健康保険特別会計予算について

令和６年度今帰仁村後期高齢者医療特別会計予算について

令和６年度今帰仁村水道事業会計予算について

専決処分の承認を求めることについて

固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることについて

固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることについて

固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることについて

今帰仁村教育委員会の委員の任命について

人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて

〇 〇 〇 　 〇 〇 〇 〇 〇 欠 〇

〇 〇 〇 　 〇 〇 〇 〇 〇 欠 〇

〇 〇 〇 　 〇 〇 〇 〇 〇 欠 〇

〇 〇 〇 　 〇 〇 〇 〇 〇 欠 〇

〇 〇 〇 　 〇 〇 〇 〇 〇 欠 〇

〇 〇 〇 　 〇 〇 〇 〇 〇 欠 〇

〇 〇 〇 　 〇 〇 〇 〇 〇 欠 〇

〇 〇 〇 　 〇 〇 〇 〇 〇 欠 〇

〇 〇 〇 　 〇 〇 〇 〇 〇 欠 〇

〇 〇 〇 　 〇 〇 〇 〇 〇 欠 〇

〇 〇 〇 　 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

〇 〇 〇 　 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

〇 〇 〇 　 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

〇 〇 〇 　 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

〇 〇 〇 　 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

〇 〇 〇 　 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

〇 〇 〇 　 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
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（15）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　なきじん議会だより　　　　　　　              令和 6 年 6 月 1 日　第 174 号

議席 1 2 3 議長 5 6 7 8 9 10 11

　
　

令和6年　第1回臨時会  令和6年2月13日（火）

令和6年　第1回定例会  令和6年3月5日（火）

令和6年　第1回定例会  令和6年3月6日（水）

令和6年　第1回定例会  令和6年3月19日（火）

今帰仁村手数料条例の一部を改正する条例について

土地の取得について

指定管理者の指定について

令和5年度今帰仁村一般会計第8回補正予算について

工事請負契約について

工事請負契約について

工事請負契約について

工事請負契約について

工事請負契約について

今帰仁村議会基本条例の一部を改正する条例について

令和６年度沖縄県町村土地開発公社事業計画書について

今帰仁村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について

今帰仁村職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例について

令和５年度今帰仁村一般会計第９回補正予算について

令和５年度今帰仁村国民健康保険特別会計第４回補正予算について

令和５年度今帰仁村後期高齢者医療特別会計第２回補正予算について

令和５年度今帰仁村水道事業会計第４号補正予算について

現業職員の給与の種類及び基準に関する条例等の一部を改正する条例について

今帰仁村個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例について

今帰仁村監査委員条例の一部を改正する条例について

今帰仁村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について

村長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例の一部を改正する条例について

今帰仁村国民健康保険基金条例の制定について
今帰仁村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める
条例の一部を改正する条例について
今帰仁村農業施設事業分担金徴収条例の制定について

今帰仁村漁港管理条例に関する条例の一部を改正する条例について

今帰仁村営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について

今帰仁村水道事業給水条例の一部を改正する条例について

指定管理者の指定について

令和６年度今帰仁村一般会計予算について

令和６年度今帰仁村国民健康保険特別会計予算について

令和６年度今帰仁村後期高齢者医療特別会計予算について

令和６年度今帰仁村水道事業会計予算について

専決処分の承認を求めることについて

固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることについて

固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることについて

固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることについて

今帰仁村教育委員会の委員の任命について

人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて

〇 〇 〇 　 〇 〇 〇 〇 〇 欠 〇

〇 〇 〇 　 〇 〇 〇 〇 〇 欠 〇
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議席 1 2 3 議長 5 6 7 8 9 10 11

　
　

令和6年　第1回臨時会  令和6年2月13日（火）

令和6年　第1回定例会  令和6年3月5日（火）

令和6年　第1回定例会  令和6年3月6日（水）

令和6年　第1回定例会  令和6年3月19日（火）

今帰仁村手数料条例の一部を改正する条例について

土地の取得について

指定管理者の指定について

令和5年度今帰仁村一般会計第8回補正予算について

工事請負契約について

工事請負契約について

工事請負契約について

工事請負契約について

工事請負契約について

今帰仁村議会基本条例の一部を改正する条例について

令和６年度沖縄県町村土地開発公社事業計画書について

今帰仁村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について

今帰仁村職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例について

令和５年度今帰仁村一般会計第９回補正予算について

令和５年度今帰仁村国民健康保険特別会計第４回補正予算について

令和５年度今帰仁村後期高齢者医療特別会計第２回補正予算について

令和５年度今帰仁村水道事業会計第４号補正予算について

現業職員の給与の種類及び基準に関する条例等の一部を改正する条例について

今帰仁村個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例について

今帰仁村監査委員条例の一部を改正する条例について

今帰仁村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について

村長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例の一部を改正する条例について

今帰仁村国民健康保険基金条例の制定について
今帰仁村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める
条例の一部を改正する条例について
今帰仁村農業施設事業分担金徴収条例の制定について

今帰仁村漁港管理条例に関する条例の一部を改正する条例について

今帰仁村営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について

今帰仁村水道事業給水条例の一部を改正する条例について

指定管理者の指定について

令和６年度今帰仁村一般会計予算について

令和６年度今帰仁村国民健康保険特別会計予算について

令和６年度今帰仁村後期高齢者医療特別会計予算について

令和６年度今帰仁村水道事業会計予算について

専決処分の承認を求めることについて

固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることについて

固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることについて

固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることについて

今帰仁村教育委員会の委員の任命について

人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて

〇 〇 〇 　 〇 〇 〇 〇 〇 欠 〇

〇 〇 〇 　 〇 〇 〇 〇 〇 欠 〇
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議 　 案
第 14 号
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第 24 号
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諮 　 問
第 1 号
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同 意 案
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可決

可決

可決

可決

可決

可決
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可決
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議席 1 2 3 議長 5 6 7 8 9 10 11

　
　

令和6年　第1回臨時会  令和6年2月13日（火）

令和6年　第1回定例会  令和6年3月5日（火）

令和6年　第1回定例会  令和6年3月6日（水）

令和6年　第1回定例会  令和6年3月19日（火）

今帰仁村手数料条例の一部を改正する条例について

土地の取得について

指定管理者の指定について

令和5年度今帰仁村一般会計第8回補正予算について

工事請負契約について

工事請負契約について

工事請負契約について

工事請負契約について

工事請負契約について

今帰仁村議会基本条例の一部を改正する条例について

令和６年度沖縄県町村土地開発公社事業計画書について

今帰仁村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について

今帰仁村職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例について

令和５年度今帰仁村一般会計第９回補正予算について

令和５年度今帰仁村国民健康保険特別会計第４回補正予算について

令和５年度今帰仁村後期高齢者医療特別会計第２回補正予算について

令和５年度今帰仁村水道事業会計第４号補正予算について

現業職員の給与の種類及び基準に関する条例等の一部を改正する条例について

今帰仁村個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例について

今帰仁村監査委員条例の一部を改正する条例について

今帰仁村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について

村長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例の一部を改正する条例について

今帰仁村国民健康保険基金条例の制定について
今帰仁村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める
条例の一部を改正する条例について
今帰仁村農業施設事業分担金徴収条例の制定について

今帰仁村漁港管理条例に関する条例の一部を改正する条例について

今帰仁村営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について

今帰仁村水道事業給水条例の一部を改正する条例について

指定管理者の指定について

令和６年度今帰仁村一般会計予算について

令和６年度今帰仁村国民健康保険特別会計予算について

令和６年度今帰仁村後期高齢者医療特別会計予算について

令和６年度今帰仁村水道事業会計予算について

専決処分の承認を求めることについて

固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることについて

固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることについて

固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることについて

今帰仁村教育委員会の委員の任命について

人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて
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詳細については事務局までお問い合わせください。
村議会のHPにも掲載しておりますのでご確認ください。
あなたが選んだ代表がどのような活動をしているか村議会を
傍聴してみませんか？
皆様の傍聴をお待ちしております。

☎0980-56-4397  議会事務局お問い合わせ

議会の傍聴へ
行こう！
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一
般
質
問

９
月
定
例
会

会
期
日
程(

９
月
16
日
〜
19
日
）

編
集
後
記

用
語
特
集

新
議
会
議
員

研
修
会

新
議
会
議
員

研
修
会

研
修
風
景

研
修
風
景

Photo

議
会
ス
ナ
ッ
プ

現場踏査
定
例
監
査

　

議
会
だ
よ
り
№
１
７
４
号
の
表
紙
に
ご
協

力
を
い
た
だ
い
た
字
与
那
嶺
老
人
会
女
性
部

の
皆
様
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
３
月

議
会
で
は
、
令
和
６
年
度
の
税
金
の
使
途
を

決
定
す
る
「
新
年
度
予
算
」
の
予
算
審
査
が

行
わ
れ
た
。
議
会
で
の
各
議
員
の
活
動
や
発

言
、
予
算
特
別
委
員
会
で
の
審
査
内
容
等
を

皆
様
に
ご
理
解
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

　

テ
ー
マ
パ
ー
ク
「
ジ
ャ
ン
グ
リ
ア
」
が
来

年
に
も
開
園
す
る
。
人
の
往
来
で
懸
念
さ
れ

る
村
内
の
交
通
量
の
増
加
や
本
村
特
有
の
景

観
と
風
土
が
損
な
わ
れ
る
こ
と
が
無
い
よ
う

早
急
な
取
組
が
必
要
で
あ
る
。
今
帰
仁
グ
ス

ク
を
学
ぶ
会
や
与
那
嶺
区
老
人
会
の
取
り
組

み
も
そ
の
一
つ
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
地
域

の
活
動
に
関
わ
る
人
た
ち
が
増
え
て
い
け
ば

地
域
は
豊
か
に
な
る
。
活
動
す
る
人
が
増
え

れ
ば
人
の
つ
な
が
り
が
増
え
る
こ
と
に
な
り
、

絆
が
深
い
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
を
形
成
す
る
こ

と
に
な
る
。
活
動
人
口
が
増
え
村
も
地
域
も

本
人
も
元
気
に
な
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。

　

村
政
の
動
向
や
議
会
の
活
動
に
是
非
関
心

を
持
っ
て
い
た
だ
き
た
い
。
村
民
か
ら
幅
広

い
ご
意
見
を
伺
う
な
ど
身
近
な
村
議
会
、
開

か
れ
た
村
議
会
を
目
指
し
て
取
り
組
ん
で
い

き
ま
す
。　
　
　
　
　
　
　
　
（
島
袋
輝
也
）

　
　

広
報
委
員
長　

座
間
味　

靖

副
委
員
長　

根
路
銘
弘
美

　
　

委
員　

島
袋　

輝
也

委
員　

上
間　
　

聰

嘉
陽 

宗
敬 

氏
（
字
湧
川
）

　
元
村
議
会
議
員
の
嘉
陽
宗
敬
氏
が
令
和
６
年
春
の
叙
勲
（
旭
日
双
光
章
）

を
受
章
し
、
令
和
６
年
５
月
８
日
に
沖
縄
県
知
事
公
舎
レ
セ
プ
シ
ョ
ン
ホ
ー
ル

に
お
い
て
行
わ
れ
た
叙
勲
伝
達
式
に
参
加
し
ま
し
た
。
嘉
陽
氏
は
昭
和
61
年
に

村
議
会
議
員
に
初
当
選
し
、
以
来

６
期
24
年
に
わ
た
り
在
職
し
、
経

済
建
設
委
員
会
委
員
長
、
総
務
委

員
会
委
員
長
、
議
会
運
営
委
員
会

委
員
長
な
ど
の
要
職
を
歴
任
し
ま

し
た
。
ま
た
、
村
議
会
議
員
勇
退

後
に
は
、
九
州
地
区
体
育
指
導
委

員
協
議
会
会
長
、
全
国
ス
ポ
ー
ツ

推
進
委
員
連
合
理
事
の
要
職
を
歴

任
し
、
地
域
産
業
の
振
興
、
地
域

住
民
の
生
命
財
産
の
保
全
、
農
業

の
振
興
発
展
、
ス
ポ
ー
ツ
の
推
進

な
ど
地
方
自
治
の
発
展
に
貢
献
し

た
こ
と
が
認
め
ら
れ
、
今
回
の
受

章
と
な
り
ま
し
た
。

座
間
味 

薫 

氏
（
字
玉
城
）

　
村
議
会
議
員
の
座
間
味
薫
氏
が
、
沖
縄

県
町
村
議
会
議
長
会
の
令
和
５
年
度
自
治

功
労
表
彰
で
受
彰
さ
れ
、
令
和
６
年
３
月

19
日
に
村
議
会
議
場
に
お
い
て
行
わ
れ
た

伝
達
式
に
て
、
村
議
会
議
長
か
ら
賞
状
が

手
渡
さ
れ
ま
し
た
。
座
間
味
氏
は
初
当
選

か
ら
現
在
４
期
目
11
年
以
上
在
職
し
て
お

り
、
議
会
活
動
へ
の
貢
献
が
認
め
ら
れ
、

今
回
の
表
彰
と
な
り
ま
し
た
。

自
治
功
労
を
表
彰

叙
勲（
旭
日
双
光
章
）を
受
章


